
妊婦一般健康診査（妊婦健診）受診にかかる費用助成について 
 

▶助成内容 

妊婦一般健康診査（妊婦健診）にかかる費用を助成します。 

母子手帳の申請時に、妊婦健診に使用できる受診票（14 回分）をお渡しします。受診票を

使用して受けた妊婦健診の自己負担は無料となります。 

▶対象 

・中土佐町に住民登録のある妊婦さん 

他の市町村に転出された方は対象外です。転出の場合は転出先の市町村で新たに申請

する必要があります。 

▶受診票が使用できる場所 

・高知県内の医療機関で利用できます。 

・県外の医療機関での利用を希望される場合は、事前に下記までお問い合わせください。 

▶注意事項 

・下記の検査項目の健診費用は公費で負担されるので、自己負担は必要ありません。 

・下記検査項目以外の検査は自己負担となります。また、本人以外は利用できません。 

・妊婦一般健康診査受診票は 14回利用できます。下記の健診回数のめやすを参考にして

ください。 

 

【健診内容および回数のめやす】 

妊娠週数 回数 内容 

初期 

～23週 

4週間に 

1回 

・健康状態の

把握 

・検査と計測 

・保健指導 

≪18～24週≫ 

子宮頸管長の

測定 

 

・血液検査（初期に１回）  

・子宮頸がん検診（初期に１回） 

・膣分泌物の細菌培養検査（初回

妊婦健診時） 

・超音波検査 ※ 

24-35週 
2週間に 

1回 

・血液検査（期間内に 1回） 

・超音波検査 ※ 

≪妊娠 30週までに 1回≫ 

・HTLV-1抗体検査  

・性器クラミジア検査 

≪妊娠 33週～37週までに 1回≫ 

・B型溶血性レンサ球菌 

36週 

～出産 

1週間に 

1回 
 

・血液検査（期間内に 1回） 

・超音波検査 

※妊娠期間中は７回まで補助対象 
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